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◎群馬県告示第１２５号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和７年５月２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 沼田市秋塚町字通沢７４、７５、字堂平７６、字前平１７３から１７５、字後野

１００７、多野郡上野村大字楢󠄀原字矢弓沢３２５０の２、３２５１の１、大字乙母字片角９２８、９２９、９３

０の１、９３０の２、９３１、９３２の１、９３９ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

   ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    沼田市秋塚町字通沢７４、７５、字堂平７６（次の図に示す部分に限る。）、字前平１７３（次の図に示

す部分に限る。）、１７４、１７５、字後野１００７（次の図に示す部分に限る。）、多野郡上野村大字

楢󠄀原字矢弓沢３２５０の２、３２５１の１、大字乙母字片角９２８、９２９、９３０の１、９３０の２、

９３１、９３２の１、９３９ 

   イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

   ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。 

   エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課並びに

沼田市役所及び上野村役場に備え置いて縦覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１２６号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和７年５月２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 吾妻郡東吾妻町大字新巻字丸橋１１５６の７・１１５７の８（以上２筆国有

林）、１１５６の６、１１５７の７ 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

 

 

 

■ 告  示 
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◎群馬県告示第１２７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

草津都市計画道路を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、次の

とおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年５月２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 草津都市計画道路 (1) ３・５・３号 上新田滝尻原線 (2) ３・５・４号 新田

天狗山線 

２  都市計画を定める土地の区域 

(1) ３・５・３号 上新田滝尻原線 

変更する部分 草津町大字草津地内 

(2) ３・５・４号 新田天狗山線 

変更する部分 草津町大字草津地内 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県中之条土木事務所及び草津町愛町部企画創造課 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和７年５月２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

上細井中西部 理 事 再 任 金井健志 前橋市上細井町２２０番地１ 

 同   同  岡庭英樹  同   同  ６０４番地１ 

 同   同  齋田武雄  同   同  ６４８番地 

 同   同  岡庭新二  同   同  ８４７番地 

 同   同  金子栄太郎  同   同  ８６４番地 

 同   同  萩原美夫  同   同  ９２８番地３ 

 同   同  鈴木清吉  同   同  １１８８番地２ 

 同   同  設樂充  同   同  １２１７番地 

 同   同  髙𣘺傳明  同   同  １３１０番地１ 

 同   同  澁川秀樹  同 龍蔵寺町１３２番地１ 

 同   同  渋川勝三  同   同  １３３番地 

 同   同  渋川理希雄  同   同  ２４１番地 

 同   同  都丸一利  同   同  ３０８番地１ 

■ 公  告 
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 同   同  岡田孝一  同 青柳町５１６番地１ 

 同   同  品川貞雄  同 富士見町原之郷９６５番地 

 同   同  髙山茂雄  同    同   １１４０番地１ 

 同   同  中川文雄  同 富士見町時沢８４番地 

 同   同  荒井守  同    同   ５６９番地１ 

 同  新 任 関口雄二  同 北代田町４９７番地 

監 事 再 任 岡野幹夫  同 上細井町１８３番地４ 

 同   同  鈴木進  同   同  ７７２番地 

 同  新 任 松本誠一  同 元総社町二丁目９番地１ 

 同  退 任 鈴木一雄  同 上細井町１１７５番地３ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和７年５月２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

板鼻堰 理 事 再 任 宮崎太吉 高崎市八幡町５３７番地 

 同   同  矢口富雄  同  同 ５５２番地４ 

 同   同  眞下利夫  同  同 ５８９番地２ 

 同   同  峯岸徳孝  同 上豊岡町６５番地１ 

 同   同  茂田晃弘  同   同  １０２９番地２ 

 同   同  中島良農夫 安中市板鼻３０２１番地３ 

 同   同  松本祐二  同 板鼻二丁目６番９号 

 同  新 任 堀口盛幸 高崎市八幡町６５３番地２ 

 同   同  相川義克  同 中豊岡町７６番地 

 同  退 任 渡邉宣明  同 八幡町６３５番地１ 

 同   同  神子澤敏郎  同 下豊岡町１４０３番地 

監 事 再 任 小沢操三  同 鼻高町７８９番地 

 同   同  田島優  同 中豊岡町２１９番地２ 

 同  新 任 鬼形智美 安中市高別当１２６番地１ 
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 同  退 任 藤巻宣弘  同 松井田町高梨子１３１８番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和７年５月２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

谷田川北部 理 事 再 任 藤倉和夫 館林市上赤生田町３２９３番地 

 同   同  田中利美  同   同  ３５１５番地 

 同   同  早川光一  同   同  ３５１６番地 

 同   同  山田敏雄  同   同  ３５３７番地 

 同   同  加藤富司  同   同  ４２４３番地 

 同   同  橋本好正  同 赤生田本町１４８６番地 

 同   同  毛塚操  同   同  甲１４８８番地 

 同   同  卯月正夫  同 羽附町１４８８番地の３ 

 同   同  須永利洋  同 堀工町４２７番地 

 同   同  小澤はる江  同  同 ７３２番地の４ 

 同   同  野村充由  同  同 ８１５番地 

 同  新 任 増田賢  同 赤生田本町１４９６番地 

 同   同  中島吉克  同   同  ２６５４番地 

 同   同  岡部弘一  同 堀工町８３２番地の２ 

 同  退 任 遠藤真一  同 赤生田本町１４６３番地 

 同   同  松本正吉  同 堀工町１０９１番地 

監 事 再 任 曽原勉  同  同 ４０６番地の１ 

 同   同  野村定芳  同  同 ８１５番地 

 同  新 任 田島一雄  同 赤生田本町１５２１番地の２ 

 同   同  斉藤雅彦 
 同 西美園町７９４番地１６ 
パールメゾンマスダ３０３ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届
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出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和７年５月２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

野辺 監 事 新 任 鈴木匡 館林市当郷町１７８２番地２ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届

出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和７年５月２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

赤郷台地 理 事 新 任 飯塚勝美 館林市当郷町２０１２番地 

監 事  同  鈴木匡  同  同 １７８２番地２ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の退任の届

出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和７年５月２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

阿左美沼 監 事 退 任 髙橋建夫 みどり市笠懸町鹿３０３５番地２ 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年５月２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
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１ みどり市笠懸町久宮２０３－２９、２０３－３
２ 

みどり市笠懸町阿左美３５７１番地の３ 
有限会社シー・アンド・シー 代表取締役 小島
忠 

２ 邑楽郡大泉町大字吉田字西原１６８１－１０、
１６８１－１１ 

埼玉県行田市旭町１４番２４号 
株式会社ケイマス 代表取締役 黒渕貴嗣 

 
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年５月２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡邑楽町大字赤堀字大谷原３７１９－４ 館林市千代田町１番地２４号 クレアンジュ２ 
今野拓哉、今野亜未 

２ 安中市安中一丁目字前原２３４７－１、字汗谷
戸１６－３、１６－４、１７－２、１８－１、
１８－２ 

群馬県前橋市上小出町一丁目３０番地６ 
株式会社ホンダカーズ群馬西 代表取締役 中嶋
泰臣 
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